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特定保険医療材料の 保険償還価格算定の 基準の概要 

「 特定保険医療材料及びその 材料価格 ( 材料価格基準 ) 制度の概要 

① 材料価格基準は、 医療保険から 保険医療機関や 保険薬局 ( 保険医療機関等 ) 
に 支払われる際の 特定保険医療材料の 価格を定めたもの。 

② 材料価格基準は、 平成 16 年 2 市 3 日に中医協がとりまとめた「特定保険医療 

材料の保険償還価格算定の 基準について」に 基づき、 厚生労働大臣が 告示。 

③ 材料価格基準で 定められた価格は、 医療機関 スは 薬局の実際の 購入価格 ( 材 

料 価格調査結果 ) に基づき定期的に 改正。 

2  「特定保険医療材料の 保険償還価格算定の 基準について」の 概要 

1)  新規機能区分の 材料価格算定ルール 

① 類似機能区分比較方式 

構造、 使用目的、 医療上の効能・ 効果等の観点から 類似性が最も 高い既 
存機能区分の 材料価格を、 当該新機能区分の 材料価格とすることを 原則と 

する。 なお、 機能の内容により 補正加算が行われる 場合があ る。 

・補正加算 

画期性加算 40 ～ 100% 

有用性加算 (1) 15 ～ 30% 

有用性加算 ( Ⅱ )  5 ～ 10% 

市場性 加鄭 1) 10% 

市場性 加鄭 1) 3% 

② 原価計算方式 

類似機能区分がなり 場合は、 製造 ( 輸入 ) 原価に，販売費及び 一般管理 
費 、 営業利益、 流通経費並びに 消費税及び地方消費税相当額を 加えた額を 

新機能区分の 材料価格とする。 

③ 価格調整 
の又は②に よ り算定された 材料価格が、 外国平均価格の 2 倍に相当する 

額を上回る場合は、 外国平均価格の 2 倍に相当する 額に調整する。 



2)  既 収載品の材料価格算定ルール 

0  市場実勢価格加重平均値一定幅方式 
材料価格調査において 得た各機能区分に 属する全ての 既 収載品の市場実 

勢価格の加重平均値に 消費税を加えた 算定値に一定幅 ( 平成 16 年度にお い 

ては 4.0%) を 加算した 額 とする。 なお、 平成 16 年度は、 ダイアライザー、 
フィルムの一定幅については、 それぞれ 14.0% 、 6.5% としている。 

② 可算定 
次のⅠ ) 、 (2) の要件のいずれかに 該当する既存機能区分については、 市 

場 実勢価格加重平均値一定幅方式に 代えて、 下記の算式により 材料価格を 

算定する。 
㈲当該機能区分が 属する類似機能区分群の 各市場実勢価格の 加重平均値が 

既存 品 外国平均価格の 2.0 倍以上であ ること。 

(2) 次の要件のいずれにも 該当すること。 

ア )  当該機能区分が 属する類似機能区分群の 各市場実勢価格の 加重平均 

値 が既存 品 外国平均価格の 1.5 倍以上であ ること。 

イ )  当該機能区分が 属する類似機能区分 群 に係る市場実勢価格加重平均 
値一定幅方式に 基づく算定値の 平均値を 、 前々回の基準材料価格改定 

後の平均値で 除して得た割合が、 85% 以上であ ること。 

算定値 二 改定前材料価格 X 
既存 品 外国平均価格 x  l . 5 

当該機能区分の 属する分野の 各銘柄の 
市場実勢価格の 加重平均値 

( 注 ) 算定値は、 市場実勢価格加重平均値一定幅方式による 算定値を超える 
ことはできない。 また、 上記算定式による 算定値が、 価格改定双の 材料 

価格の 75 ハ 00 に相当する額を 下回る場合には、 当該 額 とする。 

③ 歯科用貴金属材料の 基準材料価格改定の 特例 

会、 銀又はパラジウムを 含有する歯科用貴金属材料の 材料価格について 

は 、 国際価格変動に 対応するため、 材料価格改定月から 起算して 6 ケ月 ご 

とに、 平均素材価格が 材料改定前の 平均素材価格と 比べ「 割 以上変動があ 

る 場合、 随時に改定を 行う。 

 
 




